
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  所得税の確定申告 

Ｑ：所得税の確定申告が始まりましたが、

今年も日曜日に相談や受付をしてくれるので

すか？  

 

Ａ：全国228税務署において、２月24日と

３月２日の２日間、日曜日の対応をしていま

す。 

【解説】 

平成19年度の確定申告が始まりました。今

年度の申告期限は、所得税と贈与税が３月17

日(15日が土曜日のため今年は17日が期限)、

消費税が３月31日までとなっています。 

申告期間中は、全国524税務署のうち169税

務署が利便性のよい庁舎外の特設会場を設け

確定申告の相談や受付するとともに、各申告

会場において、パソコンが使いこなせない人

の相談にのれるよう確定申告書等作成コーナ

ーを設けて対応することとしています。 

また、住所にかかわらず利用できる還付申

告センターを全国29ヶ所に開設して対応して

います。 

また、全国228税務署では、２月24日と３月

２日の２日間に限り、日曜日でも受付、相談

に対応することとしています。 

さらには、e-TAXで申告したいという人のた

めに税務署などにe-TAXコーナーも設けられ

ています(ただし、電子証明書の取得を済ませ

たうえで、税務署等に事前予約が必要です)

ので、活用してみてください。e-TAXで所得税

の確定申告をすれば、最高5,000円の税額控除

が受けられます。 
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